
平成２９年 第３回伊仙町農業委員会総会議事録 

 

１、開催日時 平成２９年３月１５日（水）午前９時００分～ 

 

２、開催場所 選挙管理委員会会議室 

 

３、出席委員（１３人） 

会長         １番 藤島 正廣 

会長職務代理者    ２番 永岡 和男 

委員         ３番 福山 宣太 

               ・ 

               ５番 義山 太志 

               ６番 牧本 和英 

               ・ 

               ８番 喜崎 徳吉 

               ９番 西   彦二 

               ・ 

              １１番 政岡 廣子 

              １２番 宮永  誠 

              １３番 春山 豊茂 

              １４番  

              １５番 森 三江子 

              １６番 重原 明美 

              １７番 基山 美奈子 

４．欠席委員 ４番委員（田中 秀樹）・７番委員（稲村 英治） 

１０番委員（義山 原康） 

５．議事日程 

 第１ 議事録署名委員の指名 番委員・番委員 

第２ 農地法第３条許可申請について（４件） 

第３ 農地法第５条許可申請について（１件） 

 第４ 農業経営基盤強化促進事業について（１件） 

第５ 農地利用計画の変更申請に係る意見書の作成について（５件） 

６．農業委員会事務局員 

     事務局長    樺山明博 

小牧 均



会議の概要 

事務局  おはようございます。定刻になりましたので只今から平成２９年第３回伊仙町

農業委員会総会を開催いたします。 

     はじめに会長のご挨拶をお願いします。 

 

会 長  おはようございます。ちょっと、冒頭ですが皆さんにまぁ先程委員から言われ

まして、5分前ぐらいにはですね必ず会議のときは着席をするようにですね、あ

の、お願いをしたいと思います。ま、いろいろあるでしょうけどまた、遅れると

か休みとか、連絡はですね、また、密にお願いしたいと思います。 

     えーと、あの、まぁ、今、製糖期、じゃがいも等大変忙しいなかですが、あの

ー特にですね、まぁあの、皆さんも農業機械、あのー、まぁ、あのー、まぁ、使

っていると思います。この前もですね、じゃがいも堀りで事故等があったみたい

ですが、機械を扱うにあたってはですね、あのー慣れ、慣れてくるとですね、ま

ぁ、私も含めてですが、ちょっとやっぱり忙しさにまぎれて、慌ててですね、事

故を起こす可能性があります。あのー、特にですね、ハーベスター等も何回か事

故が起きてるわけですが、機械を扱うにあたってはですね委員の皆さんからもぜ

ひまた、農家の皆さん対しては注意をしていただきたいと思います。私もじゃが

いも等つくっておりますので、掘りながらですね、やっぱり機械から降りるんで

すよ。そうすると、やっぱり人が挟まって機械が止まったりすると慌てたりして

ですね、止めようとするわけですが、そういうときにやっぱり、あのー機械に足

を挟んだりしてですね、引きずり込まれるとかそういう可能性もあるわけですか

らぜひやっぱり、えー、慣れてきたからといってですね疎かにせずに、急に機械

は言うことを聞きませんからですね、まぁ動いとるわけですから皆さんからもよ

く注意をされてまた、あのー、されますようにお願いを申し上げたいと思いま

す。まぁ、あの、天気が続きますとですね、今年は特にまぁ雨が多くてですね、

いろいろあのーサトウキビの収穫、あるいはじゃがいも収穫等にも支障をきたし

ておると思いますが、事故等を起こさないようにまた頑張っていただきたいと思

います。終わります。 

 

事務局  藤島会長ありがとうございます。本日は１６名中１３名の委員が出席しており

定足数に達しましたので総会は成立いたします。それでは、伊仙町農業委員会会

議規則により議長は会長が務めることになっていますので、以降の議事の進行は

藤島会長にお願いいたします。会長よろしくお願いします。 

 

議 長  えー、それではですね、これより議事に入りたいとおもいます。まず日程第１

の議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。伊仙町農業委員会会議規則第



１４条第２項に規定する議事録署名委員ですが、あー議長から指名させていただ

く事にご異議ございませんか。 

 

【異議なし】 

 

議 長  それではですね、議事録署名委員ですが１１番委員とですね１２番委員にお願

いいたします。なお本日の会議書記にはですね事務局職員の樺山氏と小牧氏を指

名したいと思います。 

     以上で日程第１を終わります。 

 

議 長  それではですね、日程第２の議案第１号「農地法３条の規定による許可申請に

ついて」を議題に供します。事務局より議案の朗読と説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

事務局  今月の農地法第３条許可申請は、１議案１４件です。 

議案第１号について、受付番号１１号から受付番号２４号は所有権移転に関す

る件です。受付番号１１号については、譲受人は徳之島町在住で譲渡人は千葉

県在住で、申請農地は大字喜念の畑で面積は９１８㎡となっています。申請事

由といたしましては贈与です。次に受付番号１２号については、譲受人は喜念

在住で譲渡人は岡山市在住で、申請農地は大字喜念外１筆の畑で面積は１１５

３㎡となっています。申請事由といたしましては交換です。次に受付番号１３

号については、譲受人は目手久在住で譲渡人は尼崎市在住で、申請農地は大字

目手久外８筆の畑で面積は３２４５㎡となっています。申請事由といたしまし

ては経営拡張です。次に受付番号１４号については、讓受人は面縄在住で讓渡

人も面縄在住で、申請農地は大字面縄外１筆の畑で面積は６５７４㎡となって

います。申請事由といたしましては贈与です。次に受付番号１５号については、

譲受人は伊仙在住で讓渡人も伊仙在住で、申請農地は大字伊仙外３筆の畑で面

積は７４０６㎡となっています。申請事由といたしましては賃貸借です。次に

受付番号１６号については、譲受人は伊仙在住で讓渡人は寝屋川市在住で、申

請農地は大字伊仙外１筆の畑で面積は１５５６㎡となっています。申請事由と

いたしましては経営拡張です。次に受付番号１７号については、譲受人は馬根

在住で讓渡人は大阪市在住で、申請農地は大字阿権の畑で面積は５８６０㎡と

なっています。申請事由といてしましては経営拡張です。次に受付番号１８号

については、譲受人は阿権在住で讓渡人は大阪市在住で、申請農地は大字阿権

外１筆の畑で面積は１３４９㎡となっています。申請事由といたしましては経

営拡張です。次に受付番号 1９号については、譲受人は犬田布在住で讓渡人も



犬田布在住で、申請農地は大字犬田布外１筆の畑で面積は１４４３㎡となって

います。申請事由といたしましては経営拡張です。次に受付番号２０号につい

ては、譲受人は崎原在住で讓渡人は小島在住で、申請農地は大字糸木名の畑で

面積は５３６７㎡となっています。申請事由といたしましては経営拡張です。

次に受付番号２１号については、譲受人は小島在住で讓渡人は犬田布在住で、

申請農地は大字糸木名外３筆の畑で面積は３８０６㎡となっています。申請事

由といたしましては経営拡張です。次に受付番号２２号については、譲受人は

阿権在住で讓渡人は大阪市在住で、申請農地は大字阿権の畑で面積は６９７㎡

となっています。申請事由といたしましては贈与です。次に受付番号２３号に

ついては、譲受人は阿三在住で讓渡人は崎原在住で、申請農地は大字崎原外１

筆の畑で面積は３８９８㎡となっています。申請事由といたしましては贈与で

す。次に受付番号２４号については、譲受人は徳之島町在住で讓渡人は伊仙在

住で、申請農地は大字面縄の畑で面積は５０４１㎡となっています。申請事由

といたしましては経営拡張です。 

受付番号１１号から受付番号２４号までは、別添の調査書にあるとおり農

地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件のすべてをみたしている

と考えます。以上で議案の朗読及び説明をおわります。 

 

議 長  はい、えー只今の説明に関連しまして、あのー、担当委員の方からですね現地

調査の結果等について、あー、お願いしたいと思います。１１号、１２号、１３

号は調査員が同じということで、一括して説明をお願いします。 

 

１１番  おはようございます。農地法第３条許可申請１１号から１３号についてご説明

致します。先日１２番委員と調査致しました結果、農地法第３条２項各号に抵触

いたしませんので皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、現況は１１

号サトウキビ、１２号が畑の交換ということで荒地になっております。１３号が

サトウキビです。よろしくお願いします。 

 

１２番  農地法第３条許可申請１１号から１３号につきましては、ただいま１１番委員

のご説明の通りでございますので、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。ただいまですね、えー受付番号１１号から１３

号について質疑に入りたいと思います。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 



議 長  異議がないという事でありますので、採決を致したいと思います。賛成の方挙

手をお願いしたいと思います。 

【全委員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、受付番号１１号から１３号については、原案

のとおり決定を致します。 

 

議 長  えー続きまして、１４号についてですね、現地調査の結果等について、担当委

員の方からお願いしたいと思います。 

 

９ 番  はい、農地法第３条許可申請第１４号について、ご説明いたします。えー、先

日５番委員と調査しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんので

皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、サトウキビが植えつけてあり

ました。 

 

５ 番  農地法第３条許可申請１４号につきましては、ただいま９番委員のご説明の通

りでございますので、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでですね、受付番号１４号について質疑に

入りますが、何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  それでは、採決を致したいと思います。賛成の方、挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事で、受付番号１４号については原案通り決定を致した

いと思います。 

     続きまして受付番号１５号、１６号についてですね、えー、担当委員の方から

現地調査の結果等についてお願いしたいと思います。 

     

３ 番  おはようございます。農地法第３条許可申請第１５号、１６号についてご説明

致します。先日４番委員とともに調査した結果、農地法第３条２項各号に抵触い



たしませんので皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、畑の状況とし

ては１５号、１６号共にサトウキビの春植えを予定しているとのことです。な

お、４番委員は本日欠席です。 

 

議 長  はい、えーと、１５号、１６号について、質疑に入りたいと思いますが、何か

ご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので、採決をいたしたいと思います、賛

成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事です、えー、１５号、１６号

については原案のとおり決定をしたいと思います。続きまして受付番号１７号、

１８号についてですね、えー、担当委員の方から現地調査の結果等についてお願

いしたいと思います。 

 

１６番  農地法３条許可申請１７号、１８号に関して説明いたします。えー先日７番委

員と２人で調査した結果、なんら問題はなく、農地法３条２項各号に抵触してい

ませんので、えー、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

     ７番委員は本日欠席です。 

     えー作物は、サトウキビ収穫後でした。以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは１７号、１８号について質疑に入りた

いと思います。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事です、えー、１７号、１８号



については原案のとおり決定をしたいと思います。続きまして受付番号１９号に

ついてですね、えー、担当委員の方から現地調査の結果等についてお願いしたい

と思います。 

 

６ 番  はい、農地法第３条許可申請第１９号について、ご説明いたします。えー、先

日１７番委員と調査しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんの

で皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、サトウキビ収穫後でした。 

 

１７番  農地法第３条許可申請１９号につきましては、ただいま６番委員のご説明の通

りでございますので、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは１９号について質疑に入りたいと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事です、えー、１９号について

は原案のとおり決定をしたいと思います。続きまして受付番号２０号についてで

すね、えー、担当委員の方から現地調査の結果等についてお願いしたいと思いま

す。 

 

１７番  はい、農地法第３条許可申請第２０号について、ご説明いたします。えー、先

日２番委員と調査しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんので

皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、サトウキビ春植え準備中でし

た。 

 

２ 番  農地法第３条許可申請２０号につきましては、ただいま１７番委員のご説明の

通りでございますので、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは２０号について質疑に入りたいと思い

ます。何かご意見ございませんか。 



 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事です、えー、２０号について

は原案のとおり決定をしたいと思います。続きまして受付番号２１号についてで

すね、えー、担当委員の方から現地調査の結果等についてお願いしたいと思いま

す。 

 

８ 番  はい、農地法第３条許可申請第２１号について、ご説明いたします。えー、先

日２番委員と調査しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんので

皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、サトウキビ春植えしてありま

す。 

 

２ 番  農地法第３条許可申請２１号につきましては、ただいま８番委員のご説明の通

りでございますので、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは２１号について質疑に入りたいと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事です、えー、２１号について

は原案のとおり決定をしたいと思います。続きまして受付番号２２号についてで

すね、えー、担当委員の方から現地調査の結果等についてお願いしたいと思いま

す。 

 



１６番  はい、農地法第３条許可申請第２２号について、ご説明いたします。えー、先

日７番委員と調査しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんので

皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、現況は荒地です。本日稲村委

員は欠席です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは２２号について質疑に入りたいと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事です、えー、２２号について

は原案のとおり決定をしたいと思います。続きまして受付番号２３号についてで

すね、えー、担当委員の方から現地調査の結果等についてお願いしたいと思いま

す。 

 

１７番  はい、農地法第３条許可申請第２３号について、ご説明いたします。えー、先

日６番委員と調査しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんので

皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、現況はキビとじゃがいもです

した。 

 

６ 番  農地法第３条許可申請２３号につきましては、ただいま１７番委員のご説明の

通りでございますので、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは２３号について質疑に入りたいと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 



【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事です、えー、２３号について

は原案のとおり決定をしたいと思います。続きまして受付番号２４号についてで

すね、えー、担当委員の方から現地調査の結果等についてお願いしたいと思いま

す。 

 

９ 番  はい、農地法第３条許可申請第２４号について、ご説明いたします。えー、先

日５番委員と調査しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんので

皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、現況はじゃがいもです。 

 

５ 番  農地法第３条許可申請２４号につきましては、ただいま９番委員のご説明の通

りでございますので、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは２４号について質疑に入りたいと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、２４号については原案のとおり決定をいたし

ました。以上で農地法第３条許可申請についてを終わります。 

    続きまして農業経営基盤強化促進事業についてを議題に供したいと思います。 

    えー事務局より、えー説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  今月の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による案件１議案６件で

す。受付番号３号から８号は地権者から賃借人に直接権利を設定する件です。面積

についてはお手元の資料のとおりで経営面積、従事日数など農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の規定の要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読

及び説明を終わります。 

 

議 長  はい、それではですね、農業経営基盤強化促進事業について、受付番号３号につ



いてですね現地調査結果等について担当委員からお願いしたいと思います。 

 

２ 番  えー農業経営基盤強化促進事業３号について説明いたします。先日８番委員と

共に調査した結果、何の問題もなく申請書のとおりでございます。皆様方のご審

議よろしくお願いします。現況はばれいしょが植わっています。４筆すべて一枚

畑となっていました。 

 

８ 番  ３号につきましては、只今２番委員のご説明のとおりでございます。皆様方の

ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  はい、それではですね、農業経営基盤強化促進事業３号について。あのー審議

に入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農業経営基盤強化促進事業３号については原

案のとおり決定を致しました。続きまして、４号、５号、７号、８号について、

現地調査結果等について担当委員からお願いしたいと思います。 

 

３ 番  えー農業経営基盤強化促進事業４号、５号、７号、８号について一括して説明

いたします。先日４番委員と共に調査した結果、何の問題もなく申請書のとおり

でございます。皆様方のご審議よろしくお願いします。現況は４号については、

２か所じゃがいも、２か所ローズ、あとはサトウキビの収穫後でした。５号につ

いては１か所キビの収穫後で、もう一か所は荒れて草が生えている状況でした

が、耕してサトウキビを植える予定です。７号と８号についてはキビの収穫後で

した。なお、４番委員は欠席です。 

 

議 長  はい、それではですね、農業経営基盤強化促進事業４号、５号、７号、８号に

ついて。あのー審議に入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 



 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農業経営基盤強化促進事業４号、５号、７

号、８号については原案のとおり決定を致しました。続きまして、６号につい

て、現地調査結果等について担当委員からお願いしたいと思います。 

 

１６番  えー農業経営基盤強化促進事業６号について説明いたします。先日７番委員と

共に調査した結果、何の問題もなく申請書のとおりでございます。皆様方のご審

議よろしくお願いします。現況はばれいしょが植わっています。なお、本日７番

委員は欠席です。 

 

議 長  はい、それではですね、農業経営基盤強化促進事業６号について、あのー審議

に入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農業経営基盤強化促進事業６号については原

案のとおり決定を致しました。続きまして、続きまして農用地利用計画の変更申

請に係る意見書の作成についてを議題に供したいと思います。事務局より朗読と

説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  今月の農用地利用計画の変更申請に係る意見書の作成については１議案１件で

す。受付番号６号については住宅がすでに建設されており、農振地除外についての

申請が未提出になっていた為です。本人より始末書が県知事、伊仙町長に提出があ

ります。以上で議案の朗読及び説明を終わります。 

 

議 長  はい、農用地利用計画の変更申請に係る意見書の作成について、受付番号６号



について、担当委員の方から説明をお願いします。 

 

８ 番  農用地利用計画変更申請６号について説明いたします。えー先日２番委員と２

人で調査した結果、申請書の通りでなんら問題はなく、皆様方のご審議よろしく

お願いします。 

 

２ 番  農用地利用計画変更申請６号について説明いたします。ただいま８番委員から

ご説明のあった通りですので、皆様方のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  はい、それではですね、農用地利用計画変更申請６号について、あのー審議に

入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農用地利用計画変更申請６号については許可

相当ということで、意見書を作成したいと思います。 

    以上で終わりたいと思います。 


